
議案第  ９  号  

 

 

   調布市教育会館条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

令和  ７  年  ３  月２８日  

 

 

提出者  調布市教育委員会  

                    教育長  大和田  正  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 調布市教育会館において一般の使用に供している会議室（２階）の付帯設

備について，令和７年４月１日より，スクリーン付きプロジェクターからモ

ニターに変更することに伴い，提案するものです。  



調布市教育委員会規則第  号  

 

 

   調布市教育会館条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 

 調布市教育会館条例施行規則（平成２０年調布市教育委員会規則第１０

号）の一部を次のように改正する。  

 

 

 別表中  

「  

プロジェクター  １式  200 スクリーン付  

                           」  

を  

「  

モニター  １台  200 65インチ  

                            」  

に改める。  

 

 

   附  則  

この規則は，令和７年４月１日から施行する。  
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調布市教育会館条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○調布市教育会館条例施行規則 ○調布市教育会館条例施行規則 

平成20年４月25日教育委員会規則第10号 

 

平成20年４月25日教育委員会規則第10号 

第１条から第14条まで 略 第１条から第14条まで 略 

別表（第11条関係） 別表（第11条関係） 

 区分 
単位 金額（円） 備考 

  区分 
単位 金額（円） 備考 

 

 附帯設備名   附帯設備名  

 音響セット １式 500    音響セット １式 500   

 モニター １台 200 65インチ   プロジェクター １式 200 スクリーン付  

 レクチャーテーブル １台 100    レクチャーテーブル １台 100   

  

附 則（令和７年３月 28日教委規則第 号） 

この規則は，令和７年４月１日から施行する。 


